
平塚市袖ケ浜デイサービスセンター運営事業者選定委員会運営要領 

 

令和６年９月２０日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、平塚市袖ケ浜デイサービスセンター運営事業者選定委員会設置要綱第７条

に基づき、平塚市袖ケ浜デイサービスセンター運営事業者選定委員会（以下、「選定委員会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定める。 

（審議） 

第２条 平塚市袖ケ浜デイサービスセンター運営事業者の選定に係る審査は平塚市袖ケ浜デイサ

ービスセンター運営事業者選定公募型プロポーザル募集要項に基づく応募申込書類及びプレゼン

テーション（提案説明）をもとに審議を行うものとする。 

２ 前項の審議に際し、選定委員が行う評価は平塚市袖ケ浜デイサービスセンター運営事業者選

定公募型プロポーザル審査基準により行うものとする。 

（その他） 

第３条 この要領に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、その都度協議の

うえ、決定する。 

附 則 

この要領は、決裁日から施行する。 


